
募集期間延長

（延長後の期間）

10月１日(水)～12月24日(水)

※すでに開催済みの第1回および第2回セミナーに加え、オンラインセミナー（11月中旬以降公開予定）の受講も対象となります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(詳細は裏面)

※

※従業員(労働者災害補償保険の対象となる従業員)がいる

　　　　　　　　　　　　中小企業者が対象となります。



第２期申請期間
(期間延長後)

令和7年10月1日(水)
　　　～12月24日(水)

カスタマーハラスメント対策支援セミナーの受講要件について

申請に必要なセミナー受講要件は、すでに開催済みの第1回および第2回セミナーに加え、オンラインセミナーの受講も対象となります。
なお、オンラインセミナーは公開後はいつでも受講可能です。オンラインセミナーの受講は以下の申込フォームよりお申込みください。

順次
交付決定

補助事業実施期間

交付決定日～
令和8年1月31日

(土)

申込受付フォーム

　申込フォーム　：　https://formok.com/f/kczc4pc1
　　　　【申込の受付は11月中旬以降開始予定】

オンラインセミナー


